
１９．要介護認定について 

 
（１）認定有効期間の拡大について 

要介護認定については、要介護認定者数の増加により市町村における要

介護認定事務の負担が増加しているため、当該事務の負担軽減の観点から、

平成２３年４月より、区分変更認定の有効期間及び更新認定における要介

護から要支援、または要支援から要介護に変更となった場合の有効期間に

ついて、認定審査会が必要と認める場合に３～１２ヶ月の範囲で定めるこ

とができるよう拡大したところである。 

さらに、当該事務の負担軽減に資することとして、以下の事項等につい

て検討しているところである。 

なお、実施時期については別途お知らせするが、各都道府県におかれて

は、その円滑な実施に向けて管内市町村等に対して周知をお願いしたい。 

 

・  新規の要介護認定及び要支援認定に係る有効期間について、これま  

で原則６ヶ月（認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっ

ては３～５ヶ月の範囲で定めることが可能）であったものを、認定審査

会が必要と認める場合に３～１２ヶ月の範囲で定めることができるよう

拡大する予定。 

 

（２）被災地における要介護認定について 

   平成２４年１月より、東日本大震災における原子力発電所の事故による

災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係

る措置に関する法律に基づき、避難住民に係る要介護認定を避難先市区町

村で行っていただいているところであるが、避難住民に係る要介護認定に

ついては、これまでの事務連絡による特例的な取扱いも含め、引き続き柔

軟に対応していただきたい。 

   また、平成２３年５月２７日に制定した、市町村の判断で認定の有効期

間を最大１年間延長することを可能とした特例省令については、平成２４

年３月３１日までの措置となっているが、平成２４年４月以降も措置でき



るよう適用期間の延長を検討しているところである。 



２０．介護予防事業について 

 

（１）介護予防事業の見直し後の状況について＜資料１参照＞ 

  介護予防事業については、平成２２年８月に「地域支援事業実施要綱」の改

正を行い、平成２３年３月には、二次予防事業の効率化に向けた更なる支援と

して、事業参加の適否について医師の判断を求める場合の基準等を示す等、従

来の課題に対応した形で、事業の効率化を図ってきたところ。 

見直し後の状況について、平成２３年１０月に全国の実態把握を行った。結

果の概要を、「第８８回市町村職員を対象とするセミナー※１」で紹介したので、

資料をご参照いただきたい。 

※１ http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/seminar/02_88.html  

 

（２）介護予防事業の今後の対応について＜資料２参照＞ 

厚生労働省としては、今後も、更に効果的・効率的な二次予防事業の実施に

むけた支援として、モデル事業での検証結果を踏まえた「介護予防マニュアル

（改訂版）」の配布や、市町村における介護予防事業のデータ管理・事業評価・

企画立案を支援するソフトウエアの開発、通所に消極的な二次予防事業の対象

者に対し、訪問型介護予防プログラムの効果検証を行うモデル事業等を行う予

定である。 

また、一次予防事業については、介護予防ボランティアの育成等による支え

合いの仕組みや二次予防事業対象者の取組の継続性の確保等の観点から、二次

予防事業と同様に重要である。両者が連携し、地域特性に合わせた継続性のあ

る事業全体のあり方を検討しつつ、事業展開を行っていただく必要がある。 

各都道府県においては、こうした方向性をご理解頂き、引き続き「介護予防

市町村支援事業」等を活用し、必要な支援を行っていただきたい。 

 

（３）介護予防・日常生活支援総合事業の導入について  
平成２４年度からは、現在の介護予防事業は見守り、配食等のインフォーマ

ルサービスも含んだ、介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」）

に拡大・再編されることとなっている。総合事業においては、状態が多少変化

してもインフォーマルサービスから介護予防事業に至るまで、地域の実情や高

齢者のニーズに応じた総合的なサービス提供が行えることにより、切れ目な

く、さらに効果的なサービス提供が可能になることが見込まれている。 
また、本事業を柔軟に実施することにより、ボランティア等の力を活用した

住民協働の活動を広げ地域づくりを行うことで、継続的な介護予防の推進にも

つながっていく。（２０．「介護予防・日常生活支援総合事業について」もご参

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/seminar/02_88.html�


照いただき、多くの市町村で活用できるよう、ご支援いただきたい。） 



高齢者 二次予防事業対象者（特定高齢者） 施策参加者 

課題１ 

・ハイリスク者の把握が不十分 

・健診による把握に要する費用負担大 

課題３ 

・魅力あるプログラムの不足 

・特定高齢者施策への参加率が低い 

課題２ 

・ケアプランに係る業務負担が大きい 

・ケアマネ支援の本来業務が不十分 
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介護予防事業の見直しと見直し後の状況について  
（資料）厚生労働省介護予防事業報告 

・健診に代えて基本ﾁｪｯｸﾘｽﾄの全数配布
を行ったり、高齢者のニーズを把握するた
めの調査を活用する等により把握の効率化
を図る 

・必要と認められる場合のみケアプランを作
成する 

・より高齢者のニーズに合った効果的プ
ログラム（認知症予防・支援プログラム、
膝痛・腰痛プログラム等）を実施する 

平成22年8月に介護予防事業の見直しを実施 

資料１ 



特定高齢者の名称を変更 
・ 特定高齢者 → 二次予防事業の対象者         
・ 各市町村で使いやすい（高齢者が事業に参加しやすい）通称の使用を推奨  

課題 

○ケアプランを作成する必要があ
る対象者のアセスメント様式（支援
の優先度やリスクを判断することが
できる様式）の提示 

〇ケアプランに係る業務負担大 

〇ハイリスク者の把握が不十分 

〇健診による把握に要する費
用負担大 

〇 魅力あるプログラムの不足 
〇 特定高齢者施策への参加
率が低い 

〇効果的な認知症予防・支援プログラム、膝痛・腰痛プログラム等をマ
ニュアルに反映（H23年度末実施予定） 
○生活機能の向上を図る訪問型プログラムの効果検証（H24年度～モ
デル事業を開始） 

介護予防事業の今後の対応について 

H22年８月の見直し以外に既
に行った支援内容 

これから行う予定の 
支援内容 

○健診を行わない場合において
も、安全にﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに参加できる
よう、医師の判断を求める場合の
基準の提示 

○二次予防事業対象者の情報
を入力・他のデータベースより取
り込み、ケアプランを作成する必
要がある対象者を自動判定する
ソフトの提供（H23年度末予定） 

○二次予防事業対象者の状態
を経年的に把握するための、介
護予防データベースのソフトの開
発（平成２４年度～） 

資料２ 
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